
  誉田小学校長 

９月に入ってからも暑い日が続きましたが、子供たちは毎日元気いっぱいに活動することがで

きました。９月後半から少しずつ涼しい日もあり、ようやく秋を感じられる季節になりました。子

供たちの体調面にも気を付けながら、前期のまとめをしっかりと行って行きたいと思います。今月

は、３年生が４日に「マミーマート」10 日に「イオンネクスト」、くすの木学級が 11 日に「老人

ホーム春の日」、５年生が 12日に「PEACE DELI」に見学に出かけました。また、６年生は 17.18日

に「鎌倉・河口湖」方面へ修学旅行、４年生は 26 日に「千葉市科学館」へ行き、各学年の貴重な

経験を今後の生活や学習に生かして行きたいと思います。 

いよいよ、10 月９日(木)は、前期終業式です。一年の折り返しとなります。くすのきっ子の皆

さんの元気な挨拶が、校舎内外で聞かれ、いつも子供たちからたくさんのパワーをもらっていま

す。これからも毎日元気な挨拶を続けてほしいです。 

後期からも校外学習、学習発表会やくすのきフェスティバル、くすの木学級の「げんきキャン

プ」、５年生の「移動教室」などたくさんの行事を予定しています。今後も自分のめあてをしっか

りともち、友達と協力しながら一生懸命に取り組んでいけるよう、見守っていきます。引き続き、

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

千葉市では児童生徒の心身の健康増進及び家族と過ごす時間の確保のため、そして教職員の
心身のリフレッシュと休暇取得促進を図るため、休業期間中に学校閉庁日を設定することとし
ています。秋季休業の期間と学校閉庁日は下記の通りです。 
秋季休業  令和７年 10月 10日（金）から 10月 14日（火）まで 
学校閉庁日 令和７年 10月 10日（金） 
学校閉庁日と土・日・祝日は原則職員が不在となります。問い合わせ等は学校閉庁日以外に

お願いします。 
【学校閉庁日における緊急の連絡先】 
緊急の連絡先（電話による相談・連絡窓口） 
＜教育・子供に関して＞ 
・千葉市教育相談ダイヤル２４ 電話 0120-101-830（24 時間）
・２４時間子供ＳＯＳダイヤル 電話 0120-0-78310（24 時間）
・千葉市児童相談所
東部児童相談所（中央・若葉・緑区） 電話 043-277-8820（24 時間）

＜千葉市全般に関して＞ 
・千葉市役所コールセンター 電話 043-245-4894
※平日 8：30～18：00、土日祝日・年末年始 8：30～17：00

秋季休業のお知らせと学校閉庁日について

10月を迎え、お子さんの様子はいかがですか。昼夜の寒暖差に心身がまだ慣れていないた
めか、何となく体調不良を訴え、登校する日が少なくなっているなど、お子さんのご心配があ
れば、一度スクールカウンセラーにご相談なさってはいかがですか。 

【10月】  10月３日(金)、17日(金)、20日(月)8:30～12:30、31日 

【11月】  11月７日（金）、14日（金）、21日（金） 

９：00～14：30の枠があります。30分程度のカウンセリングとなります（必要に応じてカ

ウンセリング時間の変更可能です）。ご希望の方は教頭までご連絡ください。

10・11月のスクールカウンセラーの活動日について 

学校だより  NO.７  令和７年１０月１日 

くすのきっ子 
○ほんきでとりくむ子・げ○んきにあいさつする子・○だれにでもかんしゃする子



学年始め休業日の見直しについてのお知らせ 

本市では令和 8 年度より、学年始め休業日の運用について見直しを行うこととしました。 

この見直しは、児童生徒が新学年をより円滑にスタートできるようにするためのものです。新たな出

会いと大きな期待を胸に登校する子どもたちを、教職員が心の余裕をもって丁寧に迎え入れることがで

きることで、子どもたちによりよい教育環境を提供することを目的としています。 

具体的には、子どもたちにとって以下のような効果が期待されます。 

１ 児童生徒の情報を教職員が事前に丁寧に引き継ぐことで、個に応じた対応ができ、年度始めか

ら安心して学校生活をスタートすることできる。 

２ 学校生活のルールの共有がしっかり行われ、どの学級も同じように落ち着いた雰囲気で学級開 

きができる。 

３ 教職員が心の余裕をもって子どもに接することができ、子どもたちは安心して相談などができ 

る。 

４ 授業の準備を十分に行うことができ、学習のスタートがスムーズに始められる。 

保護者の皆様には、児童生徒の休業日数が増えることにはなりますが、今回の見直しの意図をご理解

いただき、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

今後も本市では、児童生徒の健やかな成長と学びの充実のため、学校・家庭・地域が連携して取り組

んでまいります。 

令和７年度（2025）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 

◇：入学式(中)、△：入学式(小) 

月 火 水 木 金 土 日 

○1  ○2  ○3  ○4  5 6 

□7  ◇8  △9  

令和８年度（2026）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 

◇：入学式(中)、△：入学式(小) 

月 火 水 木 金 土 日 

○1  ○2  ○3  4 5 

□6  ◇7  △8  

令和９年度（2027）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 

◇：入学式(中)、△：入学式(小) 

月 火 水 木 金 土 日 

○1  ○2  3 4 

○5  □6  ◇7  △8  

令和８年度（2026）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 

◇：入学式(中)、△：入学式(小) 

月 火 水 木 金 土 日 

○1  ○2  ○3  4 5 

○6  ○7  □8  ◇9  △10 

令和９年度（2027）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 

◇：入学式(中)、△：入学式(小) 

月 火 水 木 金 土 日 

○1  ○2  3 4 

○5  ○6  ○7  □8  ◇9  10 11 

△12 

見直しの内容 

現行の学年始め休業日：4 月 1 日から 4 月 4 日まで 

※当該期間中に日曜日及び土曜日がある場合にあっては、４月５日まで

見直し後の学年始め休業日：4 月 1 日から 4 月 7 日まで
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学 年 始 め 休 業 日 の 比 較 

※4/7 スタート

※4/8 スタート ※4/8 スタート


